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月会員でご利用されている方は、全ての施設の都度利用の併用を不可といたします

都度利用 (注)以下に記載の金額はすべて税込金額です

スポーツ施設 備考

コナミスポーツ

ルネサンス(1Dayｺｰﾎﾟﾚｰﾄ会員）

旧スポーツオアシス（都度払い）※

※2025年4月～ルネサンスに統合されましたが会員登録済みの方はそのまま利用できます。

月会員

スポーツ施設 備考

コナミスポーツ（しっかり週２） 週2回利用の月会員

コナミスポーツ（好きなだけフリー） 利用回数制限なし

ルネサンス（Monthlyコーポレート会員） 利用回数制限なし

旧スポーツオアシス（月払い） 利用回数制限なし

※月会費を、共済会会員にご負担いただきます。共済会からの補助金額（2,200円／月）は直接共済会からスポーツクラブに支払います

利用方法
　＊会員本人とは共済会会員ならびにコクヨ健康保険組合の被保険者（本人）の方を指します

コナミスポーツ（利用方法の詳細は、スポーツクラブフロントにてご確認ください）

【会員本人及び配偶者の会員証作成手続き】
●事前にスマートフォン、パソコンで入会手続きを行ってから、ご利用ください（会員証発行手数料1,100円→無料）

WEB入会の場合の準備物
・コクヨ健康保険証もしくはそれに代わるもの（※１）の画像（画像とは写真で撮影したものを指します）
・顔写真データ（本人1人で正面から映っているもの。6ヶ月以内に撮影したもの）
・本人名義のクレジットカード（月会員のみ）

所属法人コード：D854267000、確認コード：553540

https://www.konami.com/sportsclub/riyo/fitness/guide/corp/

（※１）コクヨ健康保険証もしくはそれに代わるもの

・現行の健康保険証　(2025.12.1まで）

・資格確認書

・マイナポータルの画面提示（マイナンバーカードとログイン用のスマートフォンが必要です）

・マイナポータルからダウンロードした健康保険証情報（PDF）

・マイナポータル画面のスクリーンショット画面

・資格情報のお知らせ、など

補足①店舗で会員証を発行する場合
 本人確認証（運転免許証、顔写真付きマイナンバーカードほか）が必要です

 ＊店舗で会員証をを発行すると1,100円費用が発生します

補足②コクヨ健保組合に未加入の配偶者の場合
コクヨ健康保険組合に未加入の方は、コクヨ健康保険証の代替として「法人会員証作成依頼書」を共済会にて発行しますのでご連絡ください
コクヨ共済会メールアドレス　⇒　kokuyokyousaikai@kokuyo.com

【都度利用回数券の利用について】
●都度利用回数券の特徴
　・4回分の利用料で5回（※2）利用可能
　・利用期限が購入日から2ヶ月以内

※2）月に5回利用した場合、都度利用回数のひと月あたりの利用上限回数の4回を超えるため、
　　　5回目の利用時に利用者の方に支払いが発生いたします
　・施設により利用施設料は異なります
　・利用施設料から550円引いた金額がご本人負担になります
　・お支払いいただく利用料 １～４回目　550円/回

5回目　利用施設料が2,420円 の場合　2,420円-550円　=　1,870円が本人負担

ご利用にあたってはコナミホームページをご確認いただくか、コナミスポーツクラブフロントにご確認ください
https://www.konami.com/sportsclub/riyo/fitness/plan/corp/ticket.html

8,250円

会員本人・配偶者、各々に
3施設ﾄｰﾀﾙで年間『50回』までの利用

利用料

550円
（月4回まで）

施設により異なりますので
施設に直接ご確認ください

月会費

8,250円

https://www.konami.com/sportsclub/riyo/fitness/guide/corp/
https://www.konami.com/sportsclub/riyo/fitness/plan/corp/ticket.html
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ルネサンス（利用方法の詳細は、スポーツクラブフロントにてご確認ください）

【会員本人及び配偶者の会員証作成手続き】

持参物
・コクヨ健康保険証もしくはそれに代わるもの※3※４
・会員証発行等事務手数料　1,650円

※3）コクヨ健康保険証もしくはそれに代わるもの

・現行の健康保険証　(2025.12.1まで）

・資格確認書

・マイナポータルの画面提示（マイナンバーカードとログイン用のスマートフォンが必要です）

・マイナポータルからダウンロードした健康保険証情報（PDF）

・マイナポータル画面のスクリーンショット画面

・資格情報のお知らせ、など

※4）配偶者で、コクヨ健康保険組合未加入の場合は、共済会宛（下記）にご連絡ください
　　　健康保険証の代替として、「ルネサンスコーポレート会員登録用証明書」を発行します

　　コクヨ共済会メールアドレス　⇒　kokuyokyousaikai@kokuyo.com

【注】月会員登録　について
＊初回登録時に月会費２か月分の支払が必要です
＊以下①②に該当しない方は、キャッシュカードと通帳もご持参ください
　　　①ルネサンスカードの口座設定をWEB入会※5にて完了している方
　　　②後日郵送により設定を希望する方

※5）WEB入会について
＊パソコン・スマートフォンからルネサンスホームページ（下記）にアクセスし、利用者情報の登録、
　ルネサンスカードの申込みを行うことで、店舗での手続き時間の短縮が可能になります

《専用WEBページ》
https://hpmgt.s-re.jp/840010240773
　＊ルネサンスのホームページにおける
　　ルネサンスカードの作成をご希望されない場合は、スポーツクラブフロントにご相談ください

スポーツオアシス（利用方法の詳細は、スポーツクラブフロントにてご確認ください）
スポーツオアシスは2025年4月からルネサンスに統合されました。
統合前に会員登録されていた方は引き続きそのままご利用いただけます。
ルネサンスの施設をご利用いただくにはルネサンスの会員登録をしてください。（詳細は上記ルネサンスの項参照）

https://hpmgt.s-re.jp/840010240773

